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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．持分法を適用した場合の投資損益については、非連結子会社は休眠会社であり、利益基準及び剰余金基準か

らみて重要性が乏しいこと、また、関連会社は存在しないことから、当社には持分法を適用する非連結子会

社及び関連会社がないため、記載しておりません。 

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、１株当たり四半期（当期）純損失を計上

しているため、記載しておりません。 

４．１株当たり配当額については、配当を行なっておりませんので記載しておりません。 

５．経常損益、四半期（当期）純損益、１株当たり四半期（当期）純損失金額の△印は損失を示しております。

回次 
第12期 

第１四半期 
累計(会計)期間

第11期 

会計期間 

自平成20年 
４月１日 

至平成20年 
６月30日 

自平成19年 
４月１日 

至平成20年 
３月31日 

売上高（千円） 125,335 674,859 

経常損益（千円） △94,585 △171,892 

四半期（当期）純損益（千円） △94,803 △338,918 

持分法を適用した場合の投資損益

（千円） 
－ － 

資本金（千円） 2,742,915 2,742,915 

発行済株式総数（千株） 86,272 86,272 

純資産額（千円） 1,055,158 1,149,962 

総資産額（千円） 1,106,502 1,209,655 

１株当たり純資産額（円） 12,230.60 13,329.50 

１株当たり四半期（当期）純損益

金額（円） 
△1,098.89 △3,931.14 

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円） 
－ － 

１株当たり配当額（円） － － 

自己資本比率（％） 95.4 95.1 

営業活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
44,624 △22,191 

投資活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
△26,557 △146,847 

財務活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
－ △13,650 

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円） 
691,228 673,113 

従業員数（人） 71 67 
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２【事業の内容】 

 当第１四半期会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。 

３【関係会社の状況】 

 当第１四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

４【従業員の状況】 

提出会社の状況 

 (注) 従業員数は就業人員であり、( )内には、臨時雇用者の当第１四半期会計期間の平均人員を外数で記載して

おります。 

平成20年６月30日現在

従業員数（人） 71（２） 
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第２【事業の状況】 

１【生産、受注及び販売の状況】 

(１)生産実績 

 当第１四半期会計期間の生産実績を主要販売形態別に示すと次のとおりであります。 

 (注)１．金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．ソフトウエア販売の金額は、ソフトウエア提供のための製造原価を記載しております。 

(２)受注状況 

 当第１四半期会計期間の受注状況を主要販売形態別に示すと次のとおりであります。 

 (注)金額には、消費税等は含まれておりません。 

(３)販売実績 

 当第１四半期会計期間の販売実績を主要販売形態別に示すと次のとおりであります。 

 (注)１．金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．当第１四半期会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりで

あります。 

区    分 

当第１四半期会計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日) 

金額(千円) 構成比(％) 

ソフトウエア販売 27,657 33.9 

受託開発 53,951 66.1 

合計 81,608 100.0 

区   分 

当第１四半期会計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日) 

受注高 
(千円) 

受注残高 
(千円) 

ソフトウエア販売 27,374 28,995 

受託開発 200,650 140,216 

合計 228,024 169,212 

区    分 

当第１四半期会計期間  
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日) 

金額(千円) 構成比(％) 

ソフトウエア販売 38,595 30.8 

受託開発 86,740 69.2 

合計 125,335 100.0 

相 手 先 

当第１四半期会計期間  
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日) 

金額(千円) 割 合(％) 

株式会社エヌ・ティ・テ

ィ・ドコモ 
35,426 28.3 

株式会社ケイ・オプティコ

ム 
21,042 16.8 

株式会社オーネスト 12,783 10.2 

2008/08/11 10:46:10株式会社ソフトフロント/四半期報告書/2008-06-30



２【経営上の重要な契約等】 

 当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

３【財政状態及び経営成績の分析】 

 文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日（平成20年８月12日）現在において当社が判断したものであり

ます。 

（１）業績の状況 

 当第１四半期会計期間（平成20年４月１日～平成20年６月30日）におけるわが国経済は、原油などエネルギ

ー・原材料価格の高騰が響き、設備投資計画の伸びが鈍化するなど、景況感の悪化が懸念される状況にありま

す。 

 このような状況の中、常に技術革新が進む通信業界においては、携帯電話によりマルチメディアサービスを実

現させるための標準規格であるIMS（IP Multimedia Subsystem）が、高速なデータ通信速度をサポートする第

3.5世代（3.5G）携帯電話の普及・拡大や、WiMAX/LTE（Long Term Evolution）などの高速無線技術の新規導入

計画とともに注目を集めております。また、固定（Fixed）電話と携帯（Mobile）電話を融合（Convergence）さ

せる「Fixed Mobile Convergence（FMC）」サービスの展開においても、従来、法人向けの対応が中心であった

処、個人向けサービスも開始されるなど、今後の成長が期待されます。更に各通信事業者が力を入れているNGN

（Next Generation Network）構想も注目されており、特に平成20年３月にNTT東日本/西日本が開始したNGN商用

サービスにおいては、平成20年度第２四半期から本格展開が開始され、第３四半期までに政令指定都市、県庁所

在地級都市へ展開される予定で、提供エリアの拡大と共に新たなサービスの拡充が期待されております。これら

の携帯電話やNGNの分野を中心とした通信業界の活発な動きを受け、他社との差別化のための新規サービスや新

製品の需要が高まると予想され、今後、様々な分野においてSIP関連技術を取り入れた端末の市場が立ち上がっ

てくると見込んでおります。 

 このような市場環境の中、平成20年３月に新たに策定した中期経営計画の下、当社の当第１四半期会計期間の

業績は、売上高125,335千円、営業損失94,888千円、経常損失94,585千円、四半期純損失94,803千円となりまし

た。 

 売上高につきましては、受託開発売上の増加により、125,335千円と前年同期を上回る増収となりました。当

第１四半期の受注高は228,024千円となっており、営業体制の変更を中心とした営業力の強化に重点を置いて対

処したことの効果が現れており、平成21年３月期の売上拡大に向けて、順調なスタートを切れたと考えておりま

す。  

 売上原価につきましては、受託開発に関わる労務費や減価償却費の増加等により、81,608千円となり、売上総

利益につきましては、43,726千円となりました。 

 販売費及び一般管理費につきましては、経費削減に努めると共に、緊急性の低い研究開発案件を抑え、開発人

員をより多く受託開発案件に割り当てたことに伴い、研究開発費が減少し、138,614千円となりました。 

 これらの結果、販売費及び一般管理費を抑制したものの、売上総利益が減少したため、94,888千円の営業損失

を計上しております。  

 経常損失につきましては、受取利息などの営業外収益が302千円となり、営業外費用の計上はなく、94,585千

円の経常損失を計上いたしました。  

 税引前四半期純損失につきましては、貸倒引当金戻入額による特別利益386千円を計上したことにより、

94,198千円の税引前四半期純損失を計上いたしました。 

 四半期純損失につきましては、法人税等を605千円計上したため、94,803千円の四半期純損失を計上いたしま

した。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動による資金の

獲得44,624千円、投資活動による資金の消費26,557千円等により、前事業年度末に比べ、18,114千円増加し、

691,228千円となりました。 

 当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、獲得した資金は 44,624千円となりました。これは主に税引前四半期純損失94,198千円の計

上があったももの、売上債権の減少に伴う資金の獲得123,604千円があったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果、消費された資金は26,557千円となりました。これは主に無形固定資産の取得による支出

27,237千円によるものであります。 

2008/08/11 10:46:10株式会社ソフトフロント/四半期報告書/2008-06-30



（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 前事業年度において全ての借入を返済したこともあり、財務活動によるキャッシュ・フローの計上はありませ

ん。 

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当第１四半期会計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。 

 なお、前事業年度に掲げた課題の①営業戦略の転換、②営業力の強化については、当第１四半期会計期間にお

いて、次のように対処しております。 

①営業戦略の転換 

 当社は従来、「固定電話市場」、「携帯電話市場」、「情報家電市場」というように大きな括りで市場を捉え

ておりましたが、この分類による営業活動は当社として効率が悪い部分がありました。より細分化され新しく生

まれるターゲットセグメントを的確に捉え、そのターゲットへ営業リソースを集中させるという活動に転換して

おります。当第１四半期会計期間においては、特に複合機に代表される多機能周辺装置MFP

(Multifunction Peripheral)の分野での営業活動に力を入れております。 

②営業力の強化 

 以下の２点を目的として、平成20年４月１日付で組織変更を行なっております。 

・事業部門を統合し、情報並びに指揮系統の一元化を図り、新たなターゲット市場への対応を俊敏に行うことが

できるようにする。  

・「新規顧客」と「既存顧客」について対応部門を分け、コンサルティングや提案などを通じて新しい顧客を獲

得する「新規顧客開拓営業」と、顧客のニーズを読み取り案件を獲得していく密着型の「継続顧客向け営業」の

区別を鮮明にし、「新規顧客」「継続顧客」の双方において、新たなターゲット市場獲得の機を逃さない営業体

制とする。  

（４）研究開発活動 

 当第１四半期会計期間における研究開発活動の金額は、5,813千円であります。 

 なお、当第１四半期会計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 

（５）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し 

 当社を取り巻く事業環境としては、IMS、WiMAX/LTE、FMC、NGNなどの通信サービス/技術の拡充が必至の状況

であり、当社が扱うSIPに関してもこれらの技術と組み合わさる形で発展すると見込まれ、ビジネス・チャンス

の拡大を見込んでおります。このため、経営成績に重要な影響を与える要因は、これら通信サービス/技術関連

市場の成長のスピードであると考えております。 

 当社といたしましては、これらの状況を踏まえて、平成21年３月期から平成23年３月期までの期間を対象とし

た新たな中期経営計画を策定し、最終年度平成23年３月期におきましては、売上高20億円～35億円、経常利益３

億円～８億円を達成することを目標としております。 

（６）資本の財源及び資金の流動性についての分析 

①資金の状況 

 当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、691,228千円であり、充分な運転資金を保有してい

ると判断しております。  

②資金需要  

 当社の運転資金需要の主なものは、人件費であります。  

 当社の主たる事業は、ソフトウエア開発環境の提供、受託開発、技術支援、コンサルテーションであることか

ら、事業活動における資金需要の中心は、役員、開発要員、営業要員、管理要員に対する人件費となります。  

 なお、当社では、技術的優位性の維持、拡大のための研究開発活動を経営の重要な要素であると考えており、

今後、新規の市場開拓に伴う営業費用と共に、研究開発のためにも継続的な資金需要の発生が見込まれることか

ら、新株の発行や長期資金の借入を実行する可能性もあります。 
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第３【設備の状況】 
(1）主要な設備の状況 

 当第１四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

(2）設備の新設、除却等の計画 

 該当事項はありません。 
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第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

（１）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 (注)「提出日現在発行数」欄には、平成20年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株引受権及び新株予約権の

権利行使により発行された株式数は含まれておりません。 

（２）【新株予約権等の状況】 

①旧商法第280条ノ19及び新事業創出促進法第11条の５第２項の規定に基づく新株引受権(ストックオプション)に

関する事項は、次のとおりであります。 

(平成13年６月27日定時株主総会決議) 

 (注)１．「新株予約権の目的となる株式の数」は、株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権

利を喪失した者の新株予約権の数及び権利行使された新株予約権の数を減じております。 

２．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により発行価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の

端数はこれを切り上げるものとしております。ただし、調整後発行価額が額面を下回る場合、発行価額は額面

価額としております。 

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 324,400 

計 324,400 

種類 
第１四半期会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成20年６月30日) 

提出日現在発行数(株) 
(平成20年８月12日) 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容 

普通株式 86,272 86,272 

大阪証券取引所 

(ニッポン・ニュー・ 

マーケット－「ヘラクレ

ス」) 

－ 

計 86,272 86,272 － － 

  
第１四半期会計期間末現在 

(平成20年６月30日) 

新株予約権の数(個) － 

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 292(注)１ 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 125,000(注)２ 

新株予約権の行使期間 
平成15年８月１日から 

平成20年７月31日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額(円) 

発行価格  125,000 

資本組入額  62,500 

新株予約権の行使の条件 (注)３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)３ 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 

調整後発行価額＝調整前発行価額 × 
１ 

 分割・併合の比率 
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３．ストックオプションについての行使の条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。 

(１)対象者のうち、取締役及び従業員のうちの執行役員並びに認定支援者(子会社の取締役及び従業員)は、会

社の株式が店頭市場に登録された後又は会社の株式が日本国内もしくは外国の証券取引所に上場された後

１年間を経過した場合に限り、新株引受権を行使することができる。その他の従業員は、店頭登録後又は

上場後２年間を経過した場合に限り、新株引受権を行使することができる。 

(２)対象者のうち、取締役及び従業員(執行役員を含む)は、新株引受権の行使時において、当社の取締役又は

従業員であることを要する。また、対象者のうち、認定支援者(子会社の取締役及び従業員)は、新株引受

権の行使時において、当社又は子会社の取締役又は従業員であることを要する。 

(３)前項にかかわらず、対象者のうち取締役及び従業員(執行役員を含む)は、取締役もしくは従業員の地位を

喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に基づく場合には本新株引受権を行使することができ

るものとする。 

(イ) 対象者である取締役が当社定款中の「取締役の任期」に関する定めに基づき退任した場合 

(ロ) 対象者である従業員が就業規則中の「定年」の定めに基づき退職した場合 

(４)新株引受権の譲渡、質入その他一切の処分は認められないものとする。 

(５)対象者の相続人は本新株引受権を行使することができないものとする。 

②旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)に関する事項は、次のとお

りであります。 

(平成16年６月19日定時株主総会決議) 

 (注)１．「新株予約権の数」は、株主総会決議における発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株

予約権の数及び権利行使された新株予約権の数を減じております。 

   ２．「新株予約権の目的となる株式の数」に関する事項は次のとおりであります。 

(１)「新株予約権の目的となる株式の数」は、株主総会決議における発行予定数から、退職等の理由により権

利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数及び権利行使された新株予約権の目的となる株式の数

を減じております。 

(２)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。た

だし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数

についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端株については、これを切捨てるものとする。 

  

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

  

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。 

    ３．「新株予約権の行使時の払込金額」に関する事項は次のとおりであります。 

  
第１四半期会計期間末現在 

(平成20年６月30日) 

新株予約権の数(個) 145(注)１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)  － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 580(注)２ 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 61,522(注)３ 

新株予約権の行使期間 
平成18年７月１日から 

平成23年６月30日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額(円) 

発行価格   61,522(注)４ 

資本組入額  30,761(注)４ 

新株予約権の行使の条件 (注)５ 

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)５ 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 
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(１)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整による１円未満の端数

は切上げる。 

(２)時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調

整による１円未満の端数は切上げる。 

上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式にかかる

自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式

数」に読み替えるものとする。 

４．「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に関する事項は次のとお

りであります。 

(１)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は、(注)２及び(注)３によって調整が行わ

れることがある。 

(２)新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額は、発行価格に0.5を乗じた金額とし、計算の結

果１円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。ただし、(注)２及び(注)３によっ

て調整が行われることがある。 

５．「新株予約権の行使の条件」及び「新株予約権の譲渡に関する事項」は次のとおりであります。 

(１)新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、又は従業員であることを要す

る。 

(２)前項にかかわらず、任期満了により退任した取締役についてはこの限りではない。 

(３)新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人はこれを行使することができないものとする。 

(４)その他の条件については、当社と対象取締役及び従業員との間で締結する「新株予約権割当契約」に定め

るところによる。 

(５)新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。 

③旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)に関する事項は、次のとお

りであります。 

(平成17年６月25日定時株主総会決議) 

 (注)１．「新株予約権の数」は、株主総会決議における発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株

予約権の数を減じております。 

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１ 

分割・併合の比率 

        
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 ×１株当たり払込金額   

調整後払

込金額 
＝ 

調整前払

込金額 
× 

１株当たりの時価   

既発行株式数+新規発行株式数   

  
第１四半期会計期間末現在 

(平成20年６月30日) 

新株予約権の数(個) 3,972(注)１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 3,972(注)２ 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 174,000(注)３ 

新株予約権の行使期間 
平成19年８月１日から 

平成24年７月31日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額(円) 

発行価格   174,000(注)４ 

資本組入額   87,000(注)４ 

新株予約権の行使の条件 (注)５ 

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)５ 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 
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    ２．「新株予約権の目的となる株式の数」に関する事項は次のとおりであります。 

(１)「新株予約権の目的となる株式の数」は、株主総会決議における発行予定数から、退職等の理由により権

利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。 

(２)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。た

だし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数

についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端株については、これを切捨てるものとする。 

  

   調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

  

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。 

    ３．「新株予約権の行使時の払込金額」に関する事項は次のとおりであります。 

(１)新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整に

よる１円未満の端数は切上げる。 

(２)時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合(新株引受権及び新株予約権の権利行使又は

自己株式移転の場合を除く)は、次の算式により払込金額を調整し、調整による１円未満の端数は切上げ

る。 

上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式にかかる

自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式

数」に読み替えるものとする。 

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。 

４．「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に関する事項は次のとお

りであります。 

(１)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は、(注)２及び(注)３によって調整が行わ

れることがある。 

(２)新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額は、発行価格に0.5を乗じた金額とし、計算の結

果１円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。ただし、(注)２及び(注)３によっ

て調整が行われることがある。 

５．行使の条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。 

(１)新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役又は従業員等であるこ

とを要する。 

(２)前項にかかわらず、任期満了により退任した取締役又は監査役についてはこの限りではない。 

(３)新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人はこれを行使することができないものとする。 

(４)その他の条件については、当社と割当対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところに

よる。 

(５)新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。 

（３）【ライツプランの内容】 

 該当事項はありません。 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１ 

分割・併合の比率 

        
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 ×１株当たり払込金額   

調整後払

込金額 
＝ 

調整前払

込金額 
× 

１株当たりの時価   

既発行株式数+新規発行株式数   

年月日 
発行済株式総
数増減数(株) 

発行済株式総
数残高(株) 

資本金増減額
(千円) 

資本金残高
(千円) 

資本準備金増
減額(千円) 

資本準備金残
高(千円) 

平成20年４月１日～ 

平成20年６月30日 
－ 86,272 － 2,742,915 － 2,525,075 
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（５）【大株主の状況】 

 大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。 

（６）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 (注) 当第１四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、同日を基準日とした株主名簿の確認を行なってお

らず、記載することができないことから、直前の基準日（平成20年３月31日）に基づく株主名簿による記載をして

おります。 

②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

 (注)最高・最低株価は、大阪証券取引所ヘラクレスにおけるものであります。 

３【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

（１）退任役員 

（注）平成20年８月１日付で相談役に就任しております。 

平成20年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式(自己株式等) － － － 

議決権制限株式(その他) － － － 

完全議決権株式(自己株式等) － － － 

完全議決権株式(その他) 普通株式 86,272 86,272 － 

単元未満株式 － － － 

発行済株式総数 86,272 － － 

総株主の議決権 － 86,272 － 

平成20年６月30日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有
株式数(株) 

他人名義所有
株式数(株) 

所有株式数の
合計(株) 

発行済株式総数に対する所有
株式数の割合(％) 

－ － － － － － 

計 － － － － － 

月別 
平成20年 
４月 

  
５月 

  
６月 

最高(円) 37,800 35,500 37,300 

最低(円) 27,400 25,000 26,400 

役名 職名 氏名 退任年月日 

取締役 
（非常勤） 

－ 酒巻 久 平成20年７月31日 
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第５【経理の状況】 

１．四半期財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第

63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期累計期間（平成20年４月１日から平成

20年６月30日まで）に係る四半期財務諸表について、監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。 

３．四半期連結財務諸表について 

 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（平成19年内閣府令第64号）第５条第２項により、

当社では、子会社の資産、売上高等から見て、当企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げな

い程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。 
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１【四半期財務諸表】 
（１）【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 691,228 673,113

売掛金 113,905 237,509

原材料 9,918 6,706

その他 22,651 24,098

貸倒引当金 △365 △751

流動資産合計 837,338 940,676

固定資産   

有形固定資産 ※  20,526 ※  21,565

無形固定資産   

ソフトウエア 196,812 195,444

その他 5,577 5,722

無形固定資産合計 202,390 201,167

投資その他の資産   

差入保証金 46,097 46,097

その他 33,764 31,788

貸倒引当金 △33,614 △31,638

投資その他の資産合計 46,246 46,246

固定資産合計 269,163 268,979

資産合計 1,106,502 1,209,655

負債の部   

流動負債   

営業未払金 10,044 21,437

未払法人税等 3,459 8,128

製品保証引当金 4,202 3,767

その他 33,638 26,359

流動負債合計 51,343 59,692

負債合計 51,343 59,692

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,742,915 2,742,915

資本剰余金 2,525,075 2,525,075

利益剰余金 △4,212,831 △4,118,027

株主資本合計 1,055,158 1,149,962

純資産合計 1,055,158 1,149,962

負債純資産合計 1,106,502 1,209,655
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（２）【四半期損益計算書】 
【第１四半期累計期間】 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年６月30日) 

売上高 125,335

売上原価 81,608

売上総利益 43,726

販売費及び一般管理費 ※  138,614

営業損失（△） △94,888

営業外収益  

受取利息 173

受取配当金 2

その他 127

営業外収益合計 302

経常損失（△） △94,585

特別利益  

貸倒引当金戻入額 386

特別利益合計 386

税引前四半期純損失（△） △94,198

法人税、住民税及び事業税 605

法人税等合計 605

四半期純損失（△） △94,803
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △94,198

減価償却費 27,052

貸倒引当金の増減額（△は減少） △386

製品保証引当金の増減額（△は減少） 434

受取利息及び受取配当金 △175

売上債権の増減額（△は増加） 123,604

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,212

仕入債務の増減額（△は減少） △11,393

未収消費税等の増減額（△は増加） 3,793

未払消費税等の増減額（△は減少） 2,515

その他 △1,166

小計 46,868

利息及び配当金の受取額 175

法人税等の支払額 △2,420

営業活動によるキャッシュ・フロー 44,624

投資活動によるキャッシュ・フロー  

無形固定資産の取得による支出 △27,237

貸付金の回収による収入 680

投資活動によるキャッシュ・フロー △26,557

現金及び現金同等物に係る換算差額 47

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 18,114

現金及び現金同等物の期首残高 673,113

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  691,228
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【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】 

【簡便な会計処理】 

 当第１四半期会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 該当事項はありません。 

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】 

 当第１四半期会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

  該当事項はありません。 

  
当第１四半期会計期間 

（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

会計処理基準に関する事項

の変更 

たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

 通常の販売目的で保有するたな卸資産に

ついては、従来、主として総平均法による

原価法によっておりましたが、当第１四半

期会計期間より「棚卸資産の評価に関する

会計基準」（企業会計基準第９号 平成18

年７月５日）が適用されたことに伴い、主

として総平均法による原価法（貸借対照表

価額については収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法）により算定しております。

 なお、これによる損益に与える影響はあ

りません。 
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【注記事項】 

（四半期貸借対照表関係） 

（四半期損益計算書関係） 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第１四半期会計期間末 
（平成20年６月30日） 

前事業年度末 
（平成20年３月31日） 

※ 有形固定資産の減価償却累計額は、18,420千円であり

ます。 

※ 有形固定資産の減価償却累計額は、17,382千円であり

ます。 

当第１四半期累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

  

給料及び手当 39,858

製品保証引当金繰入額 480

当第１四半期累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成20年６月30日現在）

（千円）

  

 現金及び預金勘定 691,228

 預入期間が３か月を超える定期預金 －

 現金及び現金同等物 691,228
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（株主資本等関係） 

当第１四半期会計期間末（平成20年６月30日）及び当第１四半期累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20

年６月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

 普通株式 86,272株 

２．自己株式の種類及び株式数 

 該当事項はありません。 

３．新株予約権等に関する事項 

４．配当に関する事項 

 該当事項はありません。 

５．株主資本の金額の著しい変動 

 該当事項はありません。 

（有価証券関係） 

当第１四半期会計期間末（平成20年６月30日） 

 該当事項はありません。 

（デリバティブ取引関係） 

当第１四半期会計期間末（平成20年６月30日） 

  当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

（持分法損益等） 

当第１四半期会計期間末（平成20年６月30日） 

  非連結子会社は休眠会社であり、利益基準及び剰余金基準からみて重要性が乏しいこと、また、関連会社は存

在しないことから、当社には持分法を適用する非連結子会社及び関連会社はありません。 

（ストック・オプション等関係） 

当第１四半期会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

当社が付与しているストック・オプションは、当第１四半期財務諸表に与える影響額はなく、また、当第１四

半期会計期間に新たに付与したストック・オプションはありませんので、該当事項はありません。 

区分 新株予約権の内訳  

新株予約権の目

的となる株式の

種類  

新株予約権の目的となる株式の数(株)  当第１四半期会計

期間末残高 

(千円)  
前事業年度末 当第１四半期増加 当第１四半期減少

当第１四半期会計

期間末 

提出会

社 

ストック・オプションと

しての新株予約権 
－ － － － － － 

合計 － － － － － － 
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（１株当たり情報） 

１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純損失金額 

 （注） １株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

（リース取引関係） 

当第１四半期会計期間におけるリース取引関係については、著しい変動はありません。 

２【その他】 

 該当事項はありません。 

当第１四半期会計期間末 
（平成20年６月30日） 

前事業年度末 
（平成20年３月31日） 

１株当たり純資産額 12,230.60円 １株当たり純資産額 13,329.50円

当第１四半期累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期

純損失であるため記載しておりません。 

１株当たり四半期純損失金額 1,098.89円

  
当第１四半期累計期間 

（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

四半期純損失（千円） 94,803 

普通株主に帰属しない金額（千円） － 

普通株式に係る四半期純損失（千円） 94,803 

期中平均株式数（株） 86,272 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜

在株式で、前事業年度末から重要な変動があった

ものの概要 

－ 

当第１四半期会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

 該当事項はありません。 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 
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  独立監査人の四半期レビュー報告書 

      平成２０年８月６日

株式会社ソフトフロント       

 取締役会 御中   

  監査法人 トーマツ  

 
指定社員
業務執行社員  

公認会計士 向   眞 生   印 

 
指定社員
業務執行社員  

公認会計士 鴫 原 泰 貴   印 

 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社

ソフトフロントの平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの第１２期事業年度の第１四半期累計期間（平

成２０年４月１日から平成２０年６月３０日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損

益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は

経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行

った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査

の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ソフトフロントの平成２０年６月３０日現在の財政状態並び

に同日をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信

じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半

期報告書提出会社）が別途保管しております。 

 ２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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